
重要事項説明書 

（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント用） 

１ 事業所の概要 

事業所名 藤枝市地域包括支援センター亀寿の郷 

所在地 藤枝市岡部町内谷１３３４番地の４ 

事業所指定番号 ２２０５３０００７８号 

管理者・連絡先 
八木 理恵 

ＴＥＬ：０５４－６６７－５００１ 

ＦＡＸ：０５４－６６７－２２２９ 

サービス提供地域 藤枝市岡部地区 

 

２  事業所の職員体制等           

職種 勤務形態 勤務形態・員数 

管理者 
事業所の担当職員の管理、介護予防支援及び介

護予防ケアマネジメントの利用申込みに係る

調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命

令等を一元的に行います。 

１名（常勤・兼務） 

主任介護支援専門員 
利用者からの相談に応じ、適切な介護予防サー

ビス・支援計画を作成し、かつ、サービスの提

供が確保されるようサービス提供事業者及び

関係機関等との連絡調整等を行います。 

２名（常勤・兼務、非常勤） 

看護師または保健師  
１名（常勤） 

社会福祉士  
１名（常勤） 

 

３ 営業日及び営業時間                                                                     

 営業日 
    月曜日～金曜日 

  ただし、祝祭日・12月 29日～1月 3日までを除く 
 

 営業時間   午前８：３０～午後５：３０  

 

備考 

 

時間外・夜間・休日においても、緊急時には対応いたします。 

その場合において特別な利用料金は発生しません。 

 

  



４ 提供する指定介護予防支援等の内容 

指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「指定介護予防支援等」といいます。）

は、利用者の介護予防に資するように行い、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。 

介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービ

スを選択できるよう、目標指向型の計画を作成します。 

提供する指定介護予防支援等の質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

(１) 介護予防支援サービス計画等の作成 

① 介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）事業所（以下「事業所」とする。）は担当職

員に介護予防サービス・支援計画の作成に関する業務を担当させます。 

② 当該地域における指定介護予防サービス事業者、指定介護予防地域密着型介護予防サー

ビス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者（以下「指定介護予防

サービス事業者等」といいます。）に関するサービスの内容、利用料等の情報を公平かつ適

正に利用者又はそのご家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

③ 利用者について、その有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した

うえで、利用者及びそのご家族の意欲及び意向を踏まえて、利用者が現に抱えている問題

点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生

活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握します。 

④ 課題の把握にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びそのご家族に面接して行

います。 

⑤ 利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びそのご家族の意

向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者及び指定介

護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記

載した介護予防サービス・支援計画の原案を作成します。 

   利用者は担当職員に対し、複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることや、

介護予防サービス・支援計画の原案に位置づけた指定介護予防サービス事業者等の選定理

由の説明を求めることができます。 

⑥ 介護予防サービス・支援計画原案に位置づけた指定介護予防サービス等について、保険

給付等の対象となるかどうかを区分したうえで、サービスの種類、内容、利用料等につい

て、 利用者から文書による同意を得ます。 

(２) 介護予防サービス・支援計画作成後の便宜の供与 

① 介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握を行い、介護予防サービス・支援計画の

変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② 介護予防サービス・支援計画に位置付けた支援の期間が終了するときは、介護予防サー

ビス・支援計画の達成状況について評価します。 

③ 利用者及びそのご家族との連絡を継続的に行います。 

④ 利用者の意向を踏まえ、要介護認定等必要な援助を行います。 

(３) 介護保険施設への紹介等 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が

介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の援助を

行います。 

(４) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所との連携 

  利用者が居宅サービスから介護予防小規模多機能型居宅介護の利用へ移行する前に、利用

者の必要な情報を介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該事業所における介

護予防サービス等の利用に係る計画の作成等に協力します。 

 

 



５  料金 

(１) 指定介護予防支援等については、原則として利用者の負担はありません。 

(２) 利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が法定代理受領をできない場合は、指定介

護予防支援等に要した費用について、次表に定める額を負担していただきます。 

   この場合、事業所は当該指定介護予防支援に要した費用等を記載した指定介護予防支援

提供証明書を利用者に交付します。 

区  分 単位数 １単位当たりの単価 金    額 

介護予防支援 

介護予防支援費（Ⅰ） ４４２単位 

１０．２１円 

４，５１２円 

初回加算 ３００単位 ３，０６３円 

委託連携加算 ３００単位 ３，０６３円 

介護予防ケアマネジメント 

介護予防ケアマネジメント費［a］ ４４２単位 

１０．２１円 

４，５１２円 

介護予防ケアマネジメント費［b］ ３０８単位 ３，１４４円 

介護予防ケアマネジメント費［c］ ３０８単位 ３，１４４円 

初回加算 ３００単位 ３，０６３円 

委託連携加算 ３００単位 ３，０６３円 

 (３) 事業者の担当地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費（実          

費）の支払いが必要となります。 

 

［参考］ 

（１） 介護予防支援費（Ⅰ） 

  利用者に対して、介護予防支援を行った場合に、所定単位数を加算する。 

（２） 介護予防ケアマネジメント費 

  利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を加算する。（介

護予防ケアマネジメント費はａ～ｃのいずれか。） 

（３） 初回加算 

  事業所において、新規に介護予防プランを作成する利用者に対し、介護予防支援（介護予

防ケアマネジメント）を行った場合については、初回加算として、１月につき所定単位数を

加算する。 

（４） 委託連携加算 

   事業所が利用者に提供する介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）を指定居宅介護支

援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供

し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託

を開始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

 

 

 



６  緊急時の対応 

    サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家

族、主治医、救急機関等に連絡します。                                                       

医療機関等 

医療機関名       主治医氏名        Dr   

 

連 絡 先 （   ）    ―   

緊急連絡先 

① 氏 名            （続柄：    ） 

 

連 絡 先   

 

② 氏 名            （続柄：  ） 

 

連 絡 先 （   ）   ― 

 

 

７ 相談窓口、苦情対応                                                         

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。   

当事業所お客様相談窓口 

電話番号 ０５４－６６７－５０００ 

責任者 川村敦子 大石哲之 

対応時間 平日午前８：３０～午後５：３０ 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。  

藤枝市役所 

地域包括ケア推進課 

所在地 静岡県藤枝市岡出山１丁目１１番１号 

電話番号 ０５４－６４３－３２２５ 

対応日時 平日午前８：３０～午後５：１５ 

静岡県 

国民保険団体連合会 ※ 

所在地 静岡県静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

対応日時 平日午前８：３０～午後５：００ 

 ※介護予防支援に関する苦情のみの対応となります。 

 

 

８  虐待防止に関する事項 

   事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず

るものとする。 

(１) 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 

（２）虐待防止のための指針の整備 



（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

９  衛生管理等に関する事項 

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるもの

とする。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施する。 

 

 

１０  業務継続計画の策定等に関する事項 

 １  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援事業の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 ２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するものとする。 

  ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

 

 

１１  ハラスメント防止に関する事項 

   事業所は、適切な指定介護予防支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じるものとする。 

 

 

１２ 代理人 

   利用者は、代理人を選任して契約を締結させることができ、また契約に定める権利の行

使と義務の履行を代理して行わせることができる。 

 

 

１３ 当社の概要                                                                           

 名称・法人種別 社会福祉法人 葉月会   

 代表者名 理事長 八木 操  

 本社所在地・電話 藤枝市岡部町内谷１３３４番地の４ 

０５４－６６７－５０００ 

 



 

【 説明確認欄 】 

       令和  年  月  日 

  介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにかかる契約の締結にあたり、上記のとおり重

要事項を説明しました。 

      事業者              事業者名  藤枝市地域包括支援センター亀寿の郷                  

                                  説明者                           

 

  

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る契約の締結にあたり、上記のとおり説明

を受け、同意しました。 

      利用者              氏 名                                     

      代理人又は立会人等             氏 名                                     

 

（注）「立会人」欄には、本人と共に契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業者との

連絡調整等が行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的な義務等を

追うものではありません。 


